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平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
社
会
保
険
庁
と
そ
の
職
員
と
の
健
全
な
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

三

二

号

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

細

田

博

之



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
社
会
保
険
庁
と
そ
の
職
員
と
の
健
全
な
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
の
職
員
が
加
入
し
て
い
る
職
員
団
体
に
つ
い
て
は
、
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
の
傘
下
に
あ
る
全
日
本
自
治

団
体
労
働
組
合
の
国
費
評
議
会
（
以
下
「
国
費
評
議
会
」
と
い
う
。
）
、
全
国
労
働
組
合
総
連
合
の
傘
下
に
あ
る
全
厚
生
職

員
労
働
組
合
（
以
下
「
全
厚
生
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
庁
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
社
会
保
険
事
務
局
の
職
員

で
組
織
す
る
全
国
社
会
保
険
労
働
組
合
共
闘
会
議
（
以
下
「
社
保
共
闘
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、
社
会
保
険
庁
職
員
の
そ
れ

ぞ
れ
の
加
入
者
数
に
つ
い
て
は
、
国
費
評
議
会
が
約
一
万
二
千
四
百
人
、
全
厚
生
及
び
社
保
共
闘
が
各
々
約
二
千
六
百
人
と

承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
社
保
共
闘
の
加
入
者
の
全
員
が
全
厚
生
に
加
入
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
が
、
職
員
団
体
に
加
入
し
て
い
る
か
否
か
、
又
は
加
入
す
る
職
員
団
体
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、

そ
の
業
務
の
遂
行
に
影
響
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
国
費
評

議
会
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
影
響
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

一



地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
社
会
保
険
庁
と
国
費
評
議
会
と
の
間
で
覚
書
等
は
交
わ
し
て
い
な
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
国
費
評
議
会
と
の
間
で
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
十
三
日
、
社
会
保
険
業
務
の
全
国
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
実
施

に
当
た
り
オ
ン
ラ
イ
ン
化
計
画
に
伴
い
労
働
強
化
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
等
の
内
容
の
覚
書
を
交
わ
し

て
い
る
。

ま
た
、
社
会
保
険
庁
と
国
費
評
議
会
は
、
事
務
処
理
の
変
更
を
伴
う
新
規
業
務
を
開
始
す
る
際
な
ど
に
、
事
務
処
理
体
制

の
整
備
を
行
う
こ
と
、
業
務
の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
確
保
を
行
う
こ
と
、
職
場
環
境
の
整
備
を
行
う
こ
と
等
の
確
認
を

行
っ
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
国
民
の
利
便
性
向
上
、
事
業
効
率
化
の
一
層
の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後

と
も
職
員
団
体
に
対
し
、
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

二
十
号
）
等
の
関
係
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二



こ
れ
ら
に
よ
り
、
職
員
団
体
と
適
切
な
関
係
が
保
た
れ
、
社
会
保
険
庁
の
業
務
の
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。

三


